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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年５月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 令和元年９月２１日 １１時４５分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡市高島港 

 備中高島港黒土
くろつち

防波堤灯台から真方位１６５°９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.９′ 東経１３３°３０.２′） 

事故の概要 

 

 旅客船ホワイトスター２は、着桟操船中、桟橋に衝突した。 

 ホワイトスター２は、旅客２人が負傷し、左舷船首部外板に破口を

生じた。 

事故調査の経過  令和元年９月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

旅客船 ホワイトスター２、１９トン 

２７３－２７８３岡山、三洋汽船株式会社（Ａ社） 

 １５.４０ｍ×４.２０ｍ×１.６５ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関２基、４４２kＷ（合計）、昭和６２年７月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日  平成２８年５月２日 

免許証交付日 平成２８年５月２日 

（令和３年５月１日まで有効） 

死傷者等 軽傷 ２人（旅客） 

損傷 本船 左舷船首部外板に破口 

桟橋 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、旅客２３人を乗せ、令和

元年９月２１日１１時２０分ごろ、高島を含む３島を経由する予定で

笠岡市真鍋島港に向け、同市笠岡港を出港した。 

 本船は、高島港旅客フェリー桟橋（以下「本件桟橋」という。）に

向け、船長が甲板員に係留索を取る準備で左舷後部甲板に待機させ、

自らが操舵室の操舵装置で手動操舵により、約２０ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で南南西進した。 
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 船長は、本件桟橋南側までの距離が約２００ｍとなったところで約

１０kn の速力に減速し、左舵を取って本件桟橋に向けて約４kn の速

力とした。 

 船長は、北東の風により本船が圧流されると思い、ふだんより北側

に寄って本件桟橋と平行に約５ｍ前まで接近したのち両舷主機を中立

運転とし、惰力で約４kn の速力で接近中、行きあしの微調整として左

舷主機を微速力前進に入れたところ行きあしが強くなり、後進一杯と

したものの、左舷船首部が本件桟橋の角に衝突した。 

 船長は、船内各所を点検して浸水、旅客のけがの有無を確認し、本

事故による船体への浸水及び旅客にけがが無い旨をＡ社運航管理者に

連絡した。 

Ａ社運航管理者は、本事故の発生をＡ社に報告し、Ａ社は本事故が

発生した旨を海上保安庁に通報した。 

船長は、真鍋島港まで運航を続けて旅客全員を降ろしたあと、高島

港に入港した。 

 Ａ社は、旅客２人が病院で診察を受け、頸
けい

椎捻挫等と診断されたこ

とを知った。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、写真１ 本船の損傷状況 参照） 

その他の事項 

 

 

 

            

 本船は、推進器を左右舷に有していた。 

船長は、ふだん、本件桟橋に着桟する際、左舵を取って本件桟橋に

向けて４knの速力としたあと、本件桟橋までの距離が約１０ｍとなっ

たところで両舷主機を中立運転として、その後、主機を適宜使用して

行きあしを微調整して着桟していた。 

船長は、ふだん、着桟時の風速を船首旗竿の旗のなびき方を見て判

断していたが、その風が実際の風速より強いと感じたのだと本事故後

に思った。 

船長は、本事故時、着桟操船に注意を向け、甲板員は高島港入港前

で左舷後部甲板に待機をしており、船室内の旅客に桟橋衝突前に衝撃

に備えるような注意喚起をしていなかった。 

 負傷した旅客２人は、本事故当時、左舷後部の座席に隣合わせて着

席していた。  

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、北東風が吹く状況下、船長が、本件桟橋の南側に圧流され

ると思い、ふだんより北側に寄って本件桟橋と平行にして惰力で接近

中、その行きあしを足そうと左舷主機を微速力前進としたことから､

行きあしが強くなり、後進一杯としたものの、左舷船首部が本件桟橋
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の角に衝突したものと考えられる。 

 船長は、着桟時の風速を船首旗竿の旗のなびき方を見て判断してお

り、その風速が実際の風より強いと感じたこと及び惰力で本件桟橋に

接近する際、本件桟橋の南側への圧流により本件桟橋との横距離が開

き、行きあしが足りないと思ったことから、左舷主機を微速力前進と

したものと考えられる。 

 船長は、本事故後、船体の損傷箇所からの浸水と旅客の異常の有無

の確認を行ったが、後日、旅客に負傷者が発生したことから、事故が

発生した場合には最悪の事態を念頭において船体の損傷状況及び旅客

の負傷状況を調べ、運航を見合わせる等の処置が必要であったものと

考えられる。 

原因 本事故は、本船が、北東風が吹く状況下、船長が、本件桟橋の南側

に圧流されると思い、ふだんより北側に寄って本件桟橋と平行にして

惰力で接近中、その行きあしを足そうと左舷主機を微速力前進とした

ため､行きあしが強くなり、後進一杯としたものの、左舷船首部が本

件桟橋の角に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、船長に対し、本事故後、次の指導を行った。 

・船長は、着桟時の進入角度には細心の注意を払うこと。 

 ・船長は、自船が桟橋と接触する可能性がある時は、着桟し直すこ

と。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、外力に応じて着桟時の進入角度及び桟橋と本船との横距

離を調整し、着桟できないと判断した場合は再度着桟をやり直す

こと。 

・船長は、事故発生時、最悪の事態を念頭において旅客の安全を優

先し、運航を見合わせる等の事故処理を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 
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写真１ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左舷船首部に破口 


